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子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について 

 

 

 

 

  標記の交付金の交付については、別紙「子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱

（以下「交付要綱」という。）により行うこととし、令和５年４月１日より適用すること

としたので通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 別 紙 

 

 

子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱 

 

 

（通 則） 

第１条 子ども・子育て支援施設整備交付金の交付については、法令又は予算の定めると

ころに従い、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。）及びこど

も家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則（令和５年内閣府令第41号）の規定によるほ

か、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この交付金は、市町村（特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。）が、子ど

も・子育て支援法（平成24年法律第65号）第61条の規定に基づき策定する市町村子ど

も・子育て支援事業計画に基づく放課後児童クラブ及び病児保育事業を実施するための

施設（以下、「病児保育施設」という。）の整備を促進することにより、放課後児童対

策の推進を図るとともに病児保育事業の推進を図ることを目的とする。 

（定 義） 

第３条 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第６条の３第２項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための建物をいい、

「病児保育施設」とは、児童福祉法第６条の３第13項に基づく病児保育事業を実施する

ための建物をいう。 

 

第４条 この要綱において、「整備」とは、次の表の整備区分に掲げる整備内容をいう。 

整備区分 整 備 内 容 

 

創 設 

 

新たに施設を整備すること。 

改 築 既存施設の改築整備（一部改築を含む。）をすること。 

※地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備について

は、令和５年８月22日こ成事第430号こども家庭庁成育局長通知「地す

べり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備について」に準

じて取り扱う。 

 

拡 張 既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。 

大規模修繕 令和５年８月22日こ成事第462号こども家庭庁成育局長通知「子ども・

子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて」（以下

「通知」という。）の第４により整備すること。 

応急仮設施

設整備 

 

通知の第６により整備すること。 

 

 



 （交付の対象） 

第５条 この交付金は、次の事業を交付の対象とする。 

（１）市町村が設置する第３条に定める放課後児童クラブ又は病児保育施設の整備（民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第11

7号）第７条の規定により選定された選定事業者が、同法第14条第１項の規定によ

り整備した施設を市町村が買収する場合を含む。） 

（２）市町村が、この交付金を財源の一部として、社会福祉法人、学校法人、公益社団

法人、公益財団法人及びその他児童福祉法第34条の８第２項に基づき事業を実施す

る市町村が認めた者が設置する第３条に定める放課後児童クラブの整備に対して行

う補助 

ただし、（１）又は（２）に該当する場合であっても、整備予定の放課後児童ク

ラブについて、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚

生労働省令第63号）第９条第２項に規定する専用区画に関する基準（おおむね1.65

平方メートル以上）を満たしていない場合には、交付の対象としないものとする

（市町村が定める条例における経過措置等により、当該基準を満たしているとみな

されているものを除く。）。 

（３）市町村が、この交付金を財源の一部として、社会福祉法人、学校法人、公益社団

法人、公益財団法人及び日本赤十字社及びその他児童福祉法第６条の３第13項に基

づき事業を実施する市町村が認めた者（以下「社会福祉法人等」という。）が設置

する第３条に定める病児保育施設の整備に対して行う補助 

  

（交付金の対象外） 

第６条 この交付金は、次に掲げる費用については交付金の対象としないものとする。 

（１） 土地の買収又は整地に要する費用 

（２） 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的で

あると認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

（３） 職員の宿舎に要する費用 

（４） 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用 

（５） その他整備費として適当と認められない費用 

 

（交付額の算定方法） 

第７条 この交付金の交付額は、次により算出するものとする。 

ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるも

のとする。 

（１) 市町村が施設の整備を行う場合 

別表１及び２の第３欄の種目ごとに、第４欄に定める基準額と第５欄に定める対

象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、この額と第１欄の区分の総

事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額（以下

「補助基本額」という。）に第６欄に定める国の負担割合を乗じて得た額の範囲内

の額を交付額とする。 

（２) 市町村が社会福祉法人等の行う施設の整備に対して補助を行う場合 

（１）に定める方法と同様の方法による。（ただし、その費用のための寄付金が

あるときは、その寄付金の額は控除しないものとする。） 

 

（国の財政上の特別措置） 

第８条 次に掲げる施設の整備事業に係る交付金の交付額の算定にあっては、別表３及び



 ４に基づき、交付額を算定するものとする。（この場合の交付額の算定方法は、第７条

による。） 

ただし、対象となる施設が豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第２条第

２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年

法律第189条）第１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第２

条第１項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措

置法（昭和44年法律第79号）第４条第１項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措

置法（平成14年法律第14号）第３条第３号に規定された離島のいずれかに所在する場合

は、算出された補助基準額に、0.08を乗じて得られた額を加算するものとする。 

（１）沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第４条第１項に規定する沖縄振興計

画に基づく事業として行う場合 

（２）過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第８条

第１項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に基づく事業及び附則第５条に基

づく事業として行う場合 

（３）山村振興法（昭和40年法律第64号）第８条第１項に規定する山村振興計画に基づ

く事業として行う場合（地方交付税法（昭和25年法律第211号）第14条の規定によ

り算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村

の基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前３か年度内の各年度に係るものを

合算したものの３分の１の数値が0.4未満である市町村の区域内にあるものに限

る。（創設を除く。）） 

（４）南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成25年法律第

87号）第12条第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される整

備の場合 

（５）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法（平成16年法律第27号）第11条第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基

づいて実施される整備の場合 

 

（交付の条件） 

第９条 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）市町村が施設の整備を実施する場合 

ア 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、地方厚生局長（徳島県、香川

県、愛媛県及び高知県にあっては四国厚生支局長、以下「地方厚生（支）局長」と

いう。）の承認を受けなければならない。 

イ 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、地方厚生（支）局長の承認を

受けなければならない。 

（ア）建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除

く。） 

      （イ）建物等の用途 

ウ 事業を中止し、又は廃止する場合には、地方厚生（支）局長の承認を受けなけれ

ばならない。 

エ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、

速やかに地方厚生（支）局長に報告してその指示を受けなければならない。 

オ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取

得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、適正

化法施行令第14条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を

経過するまで、地方厚生（支）局長の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に



 反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄して

はならない。 

カ 地方厚生（支）局長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

キ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後において

も、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけ

ればならない。 

ク 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含

む。）は、別紙様式11により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の

翌々年度６月30 日までに地方厚生（支）局長に報告しなければならない。 

また、地方厚生（支）局長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

ケ この交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式４の様式

による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理

し、かつ、調書及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけ

ればならない。 

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間

を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第14条第１項第

２号の規定により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過するいずれかの遅い

日まで保管しておかなければならない。 

コ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約において

も、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはな

らない。 

サ 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入

札に付するなど市町村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

シ この交付金に係る交付金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄

付金配分金又は公益財団法人ＪＫＡ若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付

を受けてはならない。 

（２）市町村が社会福祉法人等に対して、この交付金を財源の一部として補助金を交付

する場合、以下の条件を付さなければならない。 

ア （１）のア、イ、ウ、エ、カ、キ、コ、サ及びシに掲げる条件 

この場合において、「地方厚生（支）局長」とあるのは「市町村長」と、「国

庫」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。 

イ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取

得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、適正

化法施行令第14条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を

経過するまで、市町村長の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならな

い。 

ウ 事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支及び支出に関する

証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を業の完了の日（事業の中止又は

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間

保管しておかなければならない。 

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間



 を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第１項第２

号の規定により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過するいずれかの遅い日

まで保管しておかなければならない。 

エ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式11により速やかに市町

村長に報告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所

等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所

等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の

申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、補助金に係る仕入税額控除税額があることが確定した場合には、当該仕入

控除税額を市町村長に返還しなければならない。 

（３) (２)により付した条件に基づき市町村長が承認又は指示をする場合には、あらか

じめ地方厚生（支）局長の承認又は指示を受けなければならない。 

（４) 市町村又は社会福祉法人等から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があ

った場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

 

（申請手続） 

第10条 この交付金の交付の申請は、次により行うものとする。 

（１）市町村長は、別紙様式１による申請書を都道府県知事が別に定める日までに都道

府県知事に提出するものとする。 

（２）都道府県知事は、市町村から前項の申請書の提出があった場合には、必要な審査

を行い、適正と認めたときはこれを取りまとめの上、別紙様式２により、地方厚生

（支）局長が別に定める日までに地方厚生（支）局長に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

第11条 交付金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を

行う場合は、前条に定める申請手続に従い、別に定める期日までに行うものとする。 

 

（交付決定） 

第12条 この交付金の交付の決定は、次により行うものとする。 

（１）地方厚生（支）局長は、交付申請書又は変更交付申請書が到着した日から起算し

て原則として２か月以内に交付の決定又は決定の変更を行うものとする。 

（２）都道府県知事は、地方厚生（支）局長の交付決定又は決定の変更があったとき

は、市町村に対して別紙様式３により、速やかに決定内容及びこれに付された条件

を通知するものとする。 

（３）市町村は、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることによ

り、交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から１５

日以内にその旨を記載した書面を地方厚生（支）局長に提出しなければならない。 

 

（交付金の概算払） 

第13条 こども家庭庁長官は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額

の範囲内において概算払をすることができる。 

 

（状況報告） 

第14条 交付金対象事業に係る工事に着工したときは、別紙様式５により工事に着工した



 日から10日以内に、また、工事進捗状況については別紙様式６により毎年度12月末日

現在の状況を翌月15日までに地方厚生（支）局長に報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第15条 交付金の事業実績の報告は、次により行うものとする。 

（１）市町村長は、別紙様式７による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から

起算して１か月を経過した日（第９条（１）ウ又は（３）により事業の中止又は廃

止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から１か月を経過した日）

又は翌年度４月10日のいずれか早い日までに、都道府県知事に提出するものとす

る。 

なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年

度の翌年度の４月30日までに、別紙様式９の様式による報告書を当該市町村の属す

る都道府県の知事を経由して地方厚生（支）局長に提出して行わなければならな

い。 

（２）都道府県知事は、市町村から前項の報告書の提出があった場合には、必要な審査

を行い，適正と認めたときはこれを取りまとめの上、この交付金の交付の決定に係

る国の会計年度の翌年度の４月30日までに、別紙様式８による報告書を地方厚生

（支）局長に提出するものとする。 

 

（額の確定） 

第16条 都道府県知事は、地方厚生（支）局長の確定通知があったときは、市町村に対

し、別紙様式10により、速やかに確定の通知を行うこと。 

 

（交付金の返還） 

第17条 地方厚生（支）局長は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分につい

て国庫に返還することを命ずる。 

 

（その他） 

第18条 特別の事情により、第７条、第10条、第11条及び第15条に定める算定方法、手続

によることができない場合には、あらかじめ地方厚生（支）局長の承認を受けてその

定めるところによるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



  

別表１ 

 

算 定 基 準 
１区分 ２整備区分 ３種目 ４基準額 ５対象経費 ６負担割合 

放課後

児童ク

ラブ（

１支援

の単位

あた

り) 

創 設 

及 び 

改 築 

本体工事費 38,151千円 

 

ただし、通知の第１の１に基づき

学校敷地内等において放課後子供

教室との「校内交流型」として一

体的に創設又は改築を行う場合。 

76,302千円 

 

通知の第１の２に基づき学校敷地

外で放課後児童クラブを利用する

こどもと地域のこどもが共に過ご

し交流する場と一体的に整備する

場合 

76,302千円 

 

 

一部改築については、通知の第

２により算出されたものを基準額

とする。 

放課後児童クラブ

の創設及び改築整備

（建物の整備と一体

的に整備されるもの

であって、地方厚生

（支）局長が必要と

認めた整備を含

む。）に必要な工事

費又は工事請負費及

び工事事務費（工事

施工のため直接必要

な事務に要する費用

であって、旅費、消

耗品費、通信運搬

費、印刷製本費及び

設計監理料等をい

い、その額は工事費

又は工事請負費の2.

6%に相当する額を限

度とする。以下同

じ。）並びに既存建

物の買収のために必

要な財産購入費（PFI

事業及び既存建物を

買収することが建物

を新築することより

効率的であると認め

られる場合に限

る。） 

市町村が整備

を行う場合 

 

① ②③以外の場

合 

国 

 1/3 

都道府県 

1/3 

市町村 

1/3 

 

②通知の第1の３

に基づき待機児童

の解消のための整

備を行う場合※ 

国 

 2/3 

都道府県 

1/6 

市町村 

1/6 

 

③通知の第1の４

に基づき待機児童

の解消のための整

備を行う場合※ 

国  

5/6 

都道府県 

1/12 

市町村 

1/12 

 

 

 

 

市町村が社会

福祉法人等の

行う施設の整

備に対して補

助を行う場合 

 

① ②③以外の場

合 

国  

2/9 

 

 

賃借料加算 8,863千円  新たに土地を貸借

して放課後児童クラ

ブを整備する場合に

必要な費用 

特殊附帯 

工事費 

22,956千円 特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

解体撤去 

工事費及 

び仮設施 

設整備工 

事費 

１ 改築に際して既存施設を解体

し撤去する場合 

2,025千円 

 

２ 改築に際して仮設施設を整備

する場合 

3,015千円 

 

３ 一部改築に際して既存施設を

解体し撤去する場合又は仮設施

設を整備する場合は、通知の第

２の２により地方厚生（支）局

長が必要と認めた額とする。 

解体撤去に必要な

工事費又は工事請負

費及び仮設施設整備

に必要な賃借料、工

事費又は工事請負費 



 拡 張 本体工事費  地方厚生（支）局長が認めた額

とする。ただし、創設に係る基準

額の２分の１を上限とする。 

 放課後児童クラブ

の拡張整備に必要な

工事費又は工事請負

費及び工事事務費 

都道府県 

2/9 

市町村 

2/9 

設置者 

1/3 

 

 

②通知の第1の３

に基づき待機児童

の解消のための整

備を行う場合 

国 

1/2 

都道府県 

1/8 

市町村 

1/8 

設置者 

1/4 

 

 

③通知の第１の４

に基づき待機児童

の解消のための整

備を行う場合 

国 

 5/8 

都道府県 

1/16 

市町村 

1/16 

設置者 

1/4 

 

賃借料加算 8,863千円  新たに土地を貸借

して放課後児童クラ

ブを整備する場合に

必要な費用（施設の

拡張により必要とな

る部分に限る。） 

特殊附帯 

工事費 

22,956千円 特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

大規模修繕 本体工事費  通知の第４の３により地方厚生

（支）局長が必要と認めた額とす

る。 

 

 放課後児童クラブ

の大規模修繕に必要

な工事費又は工事請

負費及び工事事務費 

特殊附帯 

工事費 

特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

仮設施設 

整備工事 

費 

仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費

又は工事請負費 

 

 

※次のいずれかに該当する市町村が整備を行う場合に限る。 

・財政力指数が1.0未満の市町村 

・交付年度内の全ての整備事業の交付額（待機児童の解消のための整備（社会福祉法人等

の行う施設の整備を含む。）に係る国の負担割合を「① ②③以外の場合」に定める負

担割合で適用することとした場合に第７条により算出されるこの交付金の交付額とす

る。）の合計額が１億円を超えない市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別表２ 

算 定 基 準 
１区分 ２整備区分 ３種目 ４基準額 ５対象経費 ６負担割合 

病児保

育施設 

創 設 

及 び 

改 築 

本体工事費 90,596千円 

一部改築については、通知の第

２により算出されたものを基準額

とする。 

病児保育施設の創

設及び改築整備（建

物の整備と一体的に

整備されるものであ

って、地方厚生

（支）局長が必要と

認めた整備を含

む。）に必要な工事

費又は工事請負費及

び工事事務費並びに

既存建物の買収のた

めに必要な財産購入

費（PFI事業及び既存

建物を買収すること

が建物を新築するこ

とより効率的である

と認められる場合に

限る。） 

市町村が整備を 

行う場合 

 

国 1/3 

 

都道府県 

1/3 

市町村 

1/3 

 

市町村が社会福 

祉法人等が行う 

施設の整備に対 

して補助を行う 

場合 

 

国 3/10 

 

都道府県 

3/10 

市町村 

3/10 

設置者 

1/10 

設計料加算 4,530千円  本体工事費以外に

別途必要となる設計

料 

環境改善 

加算 

6,113千円  こどもにやさしい

環境を作り出すため

に必要となる費用 

地域の余裕

スペース活

用促進加算 

5,348千円  地域の余裕スペー

ス（公営住宅、公民

館等）を活用して病

児保育施設を整備す

るために必要となる

費用 

特殊附帯 

工事費 

21,852千円 特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

解体撤去 

工事費及 

び仮設施 

設整備工事

費 

１ 改築に際して既存施設を解体

し撤去する場合 

3,200千円 

 

解体撤去に必要な

工事費又は工事請負

費及び仮設施設整備

に必要な賃借料、工

事費又は工事請負費 

   ２ 改築に際して仮設施設を整備

する場合 

5,699千円 

 

３ 一部改築に際して既存施設を

解体し撤去する場合又は仮設施

設を整備する場合は、通知の第

２の２により地方厚生（支）局

長が必要と認めた額とする。 

  

拡 張 本体工事費  地方厚生（支）局長が認めた額

とする。ただし、創設に係る基準

額の２分の１を上限とする。 

 病児保育施設の拡

張整備に必要な工事

費又は工事請負費及

び工事事務費 



 設計料加算 本体工事費の５％  本体工事費以外に

別途必要となる設計

料 

環境改善 

加算 

6,113千円 こどもにやさしい

環境を作り出すため

に必要となる費用 

特殊附帯 

工事費 

21,852千円 特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

大規模修繕 本体工事費  通知の第４の３により地方厚生

（支）局長が必要と認めた額とす

る。 

 

病児保育施設の大

規模修繕に必要な工

事費又は工事請負費

及び工事事務費 

特殊附帯 

工事費 

特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

仮設施設 

整備工事 

費 

仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費

又は工事請負費 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 別表３ 

算 定 基 準 
（第８条に基づき、放課後児童クラブの整備を行う場合） 

１区分 ２整備区分 ３種目 ４基準額 ５対象経費 ６負担割合 

放課後

児童ク

ラブ（

１支援

の単位

あた

り) 

創 設 

及 び 

改 築 

本体工事費 第８条（１）に基づく場合 

57,226 千円 

第８条（２）、（３）に基づく場合 

41,966 千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

50,359 千円 

 

ただし、通知の第１の１及び２

による場合 

第８条（１）に基づく場合 

114,454 千円 

第８条（２）、（３）に基づく場合 

83,932 千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

100,718 千円 

 

一部改築については、通知の第

２により算出されたものを基準額

とする。 

放課後児童クラブ

の創設及び改築整備

（建物の整備と一体

的に整備されるもの

であって、地方厚生

（支）局長が必要と

認めた整備を含

む。）に必要な工事

費又は工事請負費及

び工事事務費並びに

既存建物の買収のた

めに必要な財産購入

費（PFI事業及び既存

建物を買収すること

が建物を新築するこ

とより効率的である

と認められる場合に

限る。） 

市町村が整備

を行う場合 

 

① ②③以外の

場合 

国  

1/3 

都道府県 

1/3 

市町村1/3 

 

 

②通知の第1の

３に基づき待

機児童の解消

のための整備

を行う場合※ 

国  

2/3 

都道府県 

1/6 

市町村1/6 

 

③市町村が通知

の第1の４に基

づき待機児童

の解消のため

の整備を行う

場合※ 

国 5/6 

 

都道府県 

1/12 

市町村1/12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃借料加算 第８条（１）に基づく場合 

13,295千円 

第８条（２）、（３）に基づく場

合 

9,749千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

 

11,699千円 

 

 新たに土地を貸借

して放課後児童クラ

ブを整備する場合に

必要な費用 

特殊附帯 

工事費 

第８条（１）に基づく場合 

34,434 千円 

第８条（２）、（３）に基づく場合 

25,252 千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

30,302千円 

特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 



   解体撤去 

工事費及 

び仮設施 

設整備工 

事費 

１ 改築に際して既存施設を解体

し撤去する場合 

第８条（１）に基づく場合 

3,038 千円 

第８条（２）、（３）に基づく場合 

2,228 千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

2,673 千円 

 

２ 改築に際して仮設施設を整備

する場合 

第８条（１）に基づく場合 

4,523 千円 

第８条（２）、（３）に基づく場合 

3,317 千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

3,980 千円 

 

 

３ 一部改築に際して既存施設を

解体し撤去する場合又は仮設施

設を整備する場合は、通知の第

２の２により地方厚生（支）局

長が必要と認めた額とする。 

解体撤去に必要な

工事費又は工事請負

費及び仮設施設整備

に必要な賃借料、工

事費又は工事請負費 

市町村が社会

福祉法人等の

行う施設の整

備に対して補

助を行う場合 

 

① ②③以外の

場合 

国 2/9 

都道府県 

2/9 

市町村2/9 

設置者1/3 

 

②通知の第1の

３に基づき待

機児童の解消

のための整備

を行う場合 

国 1/2 

都道府県 

1/8 

市町村1/8 

設置者1/4 

 

③通知の第１

の４に基づき

待機児童の解

消のための整

備を行う場合 

国 5/8 

都道府県 

1/16 

市町村1/16 

設置者1/4 

 

拡 張 本体工事費  地方厚生（支）局長が認めた額

とする。ただし、創設に係る基準

額の２分の１を上限とする。 

 放課後児童クラブ

の拡張整備に必要な

工事費又は工事請負

費及び工事事務費 

賃借料加算 第８条（１）に基づく場合 

13,295千円 

第８条（２）、（３）に基づく場

合 

9,749千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

11,699千円 

 

 新たに土地を貸借

して放課後児童クラ

ブを整備する場合に

必要な費用（施設の

拡張により必要とな

る部分に限る。） 

特殊附帯 

工事費 

第８条（１）に基づく場合 

34,434 千円 

第８条（２）、（３）に基づく場合 

25,252 千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

30,302千円 

 

特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

※次のいずれかに該当する市町村が整備を行う場合に限る。 

・財政力指数が1.0未満の市町村 

・交付年度内の全ての整備事業の交付額（待機児童の解消のための整備（社会福祉法人等

の行う施設の整備を含む。）に係る国の負担割合を「① ②③以外の場合」に定める負

担割合で適用することとした場合に第７条により算出されるこの交付金の交付額とす

る。）の合計額が１億円を超えない市町村 

 

 



 別表４ 

算 定 基 準 
（第８条に基づき、病児保育施設の整備を行う場合） 

１区分 ２整備区分 ３種目 ４基準額 ５対象経費 ６負担割合 

病児保

育施設 

創 設 

及 び 

改 築 

本体工事費 第８条（１）に基づく場合 

135,894千円 

第８条（２）、（３）に基づく場

合 

99,656千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

119,587千円 

 

一部改築については、通知の第

２により算出されたものを基準額

とする。 

病児保育施設の創

設及び改築整備（建

物の整備と一体的に

整備されるものであ

って、地方厚生

（支）局長が必要と

認めた整備を含

む。）に必要な工事

費又は工事請負費及

び工事事務費並びに

既存建物の買収のた

めに必要な財産購入

費（PFI事業及び既存

建物を買収すること

が建物を新築するこ

とより効率的である

と認められる場合に

限る。） 

市町村が整備を 

行う場合 

 

国 1/3 

 

都道府県 

1/3 

市町村 

1/3 

 

市町村が社会福 

祉法人等が行う 

施設の整備に対 

して補助を行う 

場合 

 

国 3/10 

 

都道府県 

3/10 

市町村 

3/10 

設置者 

1/10 

設計料加算 第８条（１）に基づく場合 

6,795千円 

第８条（２）、（３）に基づく場

合 

4,983千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

5,980千円 

 本体工事費以外に

別途必要となる設計

料 

環境改善 

加算 

第８条（１）に基づく場合 

9,170千円 

第８条（２）、（３）に基づく場

合 

6,724千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

8,069千円 

 こどもにやさしい

環境を作り出すため

に必要となる費用 

  地域の余裕

スペース活

用促進加算 

第８条（１）に基づく場合 

8,022 千円 

第８条（２）、（３）に基づく場合 

5,883 千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

7,059千円 

 

 地域の余裕スペー

ス（公営住宅、公民

館等）を活用して病

児保育施設を整備す

るために必要となる

費用 

 

特殊附帯 

工事費 

第８条（１）に基づく場合 

32,778千円 

第８条（２）、（３）に基づく場

合 

24,037千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

28,845千円 

特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

解体撤去 

工事費及 

び仮設施 

設整備工 

１ 改築に際して既存施設を解体

し撤去する場合 

第８条（１）に基づく場合 

4,800千円 

解体撤去に必要な

工事費又は工事請負

費及び仮設施設整備

に必要な賃借料、工



 事費 第８条（２）、（３）に基づく場

合 

3,520千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

4,224千円 

 

２ 改築に際して仮設施設を整備

する場合 

第８条（１）に基づく場合 

8,549千円 

第８条（２）、（３）に基づく場

合 

6,269千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

7,523千円 

 

３ 一部改築に際して既存施設を

解体し撤去する場合又は仮設施

設を整備する場合は、通知の第

２の２により地方厚生（支）局

長が必要と認めた額とする。 

事費又は工事請負費 

拡 張 本体工事費  地方厚生（支）局長が認めた額

とする。ただし、創設に係る基準

額の２分の１を上限とする。 

 病児保育施設の拡

張整備に必要な工事

費又は工事請負費及

び工事事務費 

設計料加算 本体工事費の５％  本体工事費以外に

別途必要となる設計

料 

環境改善 

加算 

第８条（１）に基づく場合 

9,170千円 

第８条（２）、（３）に基づく場

合 

6,724千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

8,069千円 

こどもにやさしい

環境を作り出すため

に必要となる費用 

  特殊附帯 

工事費 

第８条（１）に基づく場合 

32,778千円 

第８条（２）、（３）に基づく場

合 

24,037千円 

第８条（４）、（５）に基づく場合 

28,845千円 

特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

 

 


